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Ⅰ 研修生募集 

岩手県林業技術センターでは、林業への就業希望者等を対象として、林業に関する知

識及び技術を体系的に習得するための研修（いわて林業アカデミー）の令和８年度研修

生を募集します。 

いわて林業アカデミーは、将来的に林業経営体の中核となる現場技術者を養成します。 

Ⅱ 募集人員等 

選考区分 募集人員 研修期間 

一般選考（二次募集） 若干名 １年 

Ⅲ 選考方法及び日程 

研修生の選考は、一般選考によるものとし、次の日程により行います。 

選考区分 日     程 

一般選考 

（二次募集） 

申請期間 令和８年１月９日（金）～２月 20日（金） 

選 考 日 令和８年３月３日（火） 

合格発表 令和８年３月 10日（火） 

Ⅳ 受講料等の費用 

区  分 内     容 

選考検定料 無料 

受 講 料 

年額 118,800円 

（前期４月と後期 10月の２回分割払い） 

※受講料は改定する場合があります。 

そ の 他 教科書代、作業服、保険料等は実費負担 
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Ⅴ 選考試験 

１ 一般選考 

(１)  申請資格 

原則、42 歳以下（令和８年４月１日時点）の者で、研修修了後に岩手県内の林 

業経営体等に就業する希望がある又は岩手県内の林業経営体等に既に就業してい 

る、次のいずれかに該当する者 

 ① 高等学校を卒業した者又は令和８年３月 31 日までに卒業する見込みの者 

② 高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定の合格者 

 ③ 大学若しくは短期大学を卒業した者又は令和８年３月 31 日までに卒業す

る見込 みの者 

 ④ 修業年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者又は令和８年３月 31

日まで に修了見込みの者。 

 ⑤ その他、岩手県林業技術センター所長が認める者 

(２) 申請期間 

令和８年１月９日（金）～２月 20日（金） 

(３) 申請書類 

区  分 内     容 

① 研修の許可申請書 第１号様式 

② 志望理由書 第２号様式 

③ 各種証明書 ○高等学校卒業（見込み）の者 

・調査書（開封無効）（※卒業後５年以内の者） 

・卒業証明書（※卒業後６年以上経過した者） 

〇高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定の合格者 

・合格証明書 

○大学・短期大学又は専修学校等卒業（見込み）の者 

・卒業証明書又は卒業見込み証明書 

④ 健康診断書 申請前３カ月以内に受診し、医師が作成したもの（様式任

意） 

⑤ 顔写真１枚 申請前３カ月以内に撮影した正面上半身脱帽で縦４㎝×横

３㎝の写真裏面に氏名を記入し、許可申請書（第１号様式）

に貼り付けること。 

⑥ 受験票交付用封筒 定形封筒（長形３号）に申請者の郵便番号、住所氏名を記

載し、簡易書留郵便料金 460円分の切手を貼り付けること。 

注意事項：１  受理した申請書類は、返還しません。 

２  健康診断書は、研修の半分以上が現地実習であることから健康状況を

事前に把握するために提出していただくものです。 

３ 推薦選考に申請された方は、②、③、④の書類の提出は不要です。 
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(４) 申請方法 

申請書類を岩手県林業技術センター研修部へ直接持参又は簡易書留郵便で郵

送してください。受付後、受験票を郵送します。 

ア 直接持参の場合： 受付時間は午前８時 30分から午後５時 15分まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く） 

イ 郵送の場合  ： 申請期間の最終日の午後５時必着 

必ず封筒の表に「申請書類在中」と朱書きしてください。 

(５) 選考方法 

小論文、面接及び調査書等の内容を総合的に判断して行います。 

区  分 内     容 

実施日 令和８年３月３日（火） 

受付時間 午前８時 30分～午前９時 

科目等 
小論文 出題テーマに対して自分の考え方を記述（作成時間 60分） 

面 接 １人当たり 20分程度 

場 所 岩手県林業技術センター 

(６) 合格発表 

区 分 内     容 

日 時 令和８年３月 10日（火）午前 10時 

場 所 

岩手県林業技術センター正面玄関前に掲示するほか、合格者本人に

郵送で通知します。 

午前 10時以降、受験番号のみ岩手県林業技術センターのホームペー

ジにも掲載します。 

なお、合否に関して電話等による照会には一切対応しません。 
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Ⅵ 合格後の手続 

合格発表時に通知する方法により手続を行ってください。 

 

Ⅶ 給付金制度 

【緑の青年就業準備給付金事業】 

研修修了後に林業へ就業※し、将来的に林業経営体等の経営の中核となりうる人材の

育成を図るため、研修生に対し給付金を支給する制度です。 

 

【参考】 

給付金の上限額は、142万円（約 12万 9千円×11カ月分）となりますが、国の予算の

状況により上限額の給付とならないことがあります。 

なお、適切に研修を受講していないと判断された場合、研修終了後に林業への就業が

２年間継続しなかった場合などが給付金の返還対象となり、これに該当した場合は、給

付金の一部又は全額を返還していただくことになります。 

 

※ 森林組合や会社、個人事業主等と常用雇用の雇用契約を締結し、造林、保育、素

材生産等の林業生産活動に従事することです。 

 

Ⅷ 申請・お問い合わせ先 

岩手県林業技術センター研修部 

〒028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第３地割 560番地 11 

ＴＥＬ：019-697-1536、ＦＡＸ：019-697-1410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


